
 

東
洋
時
事
新
報 

発行所： 
東洋時事 
ジャーナル 
東京都渋谷区 
道玄坂 2-15-1 
TEL 
03-3453-5880 

人災! 「業者の貪欲と行政の保身」が 
28名の尊い命を奪った! 

「法的根拠と行政対応」を検証する。 

（参考資料 A―１） 

憤
慨
し
て
い
た
。
「
麦
島
の
関
係

会
社
で
は
、
彼
の
決
裁
が
無
け
れ

ば
何
一
つ
動
き
ま
せ
ん
。
意
見
を

言
う
と
、
俺
が
法
律
だ
。
お
前
、

誰
に
給
料
貰
っ
て
い
る
ん
だ
！
」

と
怒
鳴
ら
れ
る
。
（
事
故
が
起
き

る
ま
で
、
現
場
に
行
っ
た
事
無
い

と
言
っ
て
い
る
が
？
）
「
大
嘘
で

す
。
毎
週
、
午
前11

時30

分
に

熱
海
駅
に
迎
え
に
行
き
、
研
修
セ

ン
タ
ー
で
昼
食
を
取
っ
た
後
、
現

場
に
案
内
す
る
の
が
日
課
。
週
一

度
は
必
ず
現
場
視
察
に
行
っ
て

ま
す
」
（
崩
落
現
場
・
第
二
の
盛

土
・
ソ
ー
ラ
ー
建
設
に
つ
い
て
）

「
三
進
の
篠
崎
社
長
が
麦
島
か

ら
依
頼
を
受
け
て
工
事
を
行
っ

た
」
「
三
進
の
社
員
が
社
長
に
言

わ
れ
て
産
業
廃
棄
物
を
捨
て
た

と
証
言
し
て
い
る
」
ソ
ー
ラ
ー
建

設
で
山
峰
を
削
っ
た
木
材
や
残

土
は
何
処
に
行
っ
た
か
？ 

「
谷
底
に
埋
め
た
」 

「
崩
落
地
に
つ
い
て
は
、
崩
落
の

危
険
が
あ
る
と
熱
海
市
か
ら
何

度
か
指
導
さ
れ
て
い
た
。
麦
島
の

知
ら
ぬ
、
存
ぜ
ぬ
は
通
用
し
な

い
」 

線
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
な
ら
断

る
」
す
る
と
、
麦
島
氏
が
「
天

野
か
ら
預
か
っ
て
い
る
資
金

が
あ
る
か
ら
工
事
し
て
欲
し

い
」
と
乞
わ
れ
工
事
を
請
け

た
。
其
の
後
、
工
事
代
金
を

請
求
し
た
ら
「
工
事
代
金
は

天
野
か
ら
貰
え
！
」
と
断
わ

ら
れ
、
結
局
ど
ち
ら
も
支
払

わ
ず
「
未
だ
に
未
集
金
で
あ

る
」
故
に
工
事
を
中
断
し
た
。 

曾
有
の
悲
劇
」、
源
頭
部
崩
落

事
故
の
一
部
要
因
と
さ
れ
て

い
る
。「
ト
ラ
ブ
ル
発
生
の
原

因
は
工
事
代
金
の
未
払
い!

」

現
所
有
者
の
ド
ン
欲
が
悲
劇

を
も
た
ら
し
た
。 

麦
島
善
光
・
現
所
有
者
側
人

物
の
証
言 

N

氏
証
言
（100

条
委
員
会
） 

2011

年6

月20

日
行
政（
熱

海
市
）
と
の
会
合
の
場
で
、

上
記
工
事
の
是
正
が
口
頭
で

指
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
参
加

し
て
い
た
市
河
氏
（
麦
島
代

理
人
）
か
ら
、
指
示
さ
れ
た

「
防
災
工
事
を
遣
っ
て
欲
し

い
」
と
言
わ
れ
、「
工
事
代
金

は
誰
が
支
払
う
の
か
？
新
幹

線
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
な
ら
断

「
当
該
土
の
採
取
等
を
行
っ

て
い
る
者
」
に
対
す
る
措
置

命
令
を
定
め
て
い
る
。「
措
置

命
令
」
を
発
出
時
点
（
令
和

4

年5

月31

日
）
で
「
土
の

採
取
等
を
行
っ
て
い
る
者
」

が
要
件
と
な
り
、
命
令
対
象

は
現
所
有
者
の
「
麦
島
善
光
」

と
な
る
。
こ
の
事
は
、
本
条

例
第9
条
が
、「
土
の
採
取
等

の
完
了
の
日
又
は
廃
止
」
後

の
措
置
命
令
に
つ
い
て
、
敢

え
て
規
定
し
然
も
、
当
該
完

了
等
か
ら2

年
間
の
み
、
例

外
的
に
措
置
命
令
を
許
容
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。
前
所
有
者
は
、2011

年2

月25

日
、「
麦
島
善
光
」

に
、
本
件
「
措
置
命
令
」
対

象
土
地
を
売
却
、
其
の
後
の

現
所
有
者
（
麦
島
善
光
）
が

「
土
採
取
等
の
計
画
の
届
出

を
し
た
者
」
の
地
位
を
承
継

し
て
い
る
。「
届
出
を
出
し
た

者
に
つ
い
て
、
相
続
、
合
併

又
は
分
割
が
あ
っ
た
時
は
、

相
続
人
、
合
併
後
存
続
す
る

法
人
若
し
く
は
合
併
に
依
り

成
立
し
た
法
人
又
は
、
分
割

に
よ
り
当
該
事
業
を
承
継
し

た
法
人
は
当
該
届
出
を
し
た

者
の
地
位
を
承
継
す
る
。」 

前
所
有
者
は

2011

年

2

月

25
日
現
所
有
者
に
本
件
対
象

土
地
を
売
却
、「
届
出
を
出
し

た
者
」
の
責
任
も
含
め
、
現

所
有
者
に
承
継
さ
せ
た
。
現

時
点
で
、
当
該
「
土
採
取
等
」

に
関
す
る
「
措
置
命
令
」
の

対
象
に
は
な
り
得
ず
、
行
政

の
脱
法
行
為
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。（
参
考
資
料A

―1

） 
 

 特
約
事
項
に
約
す
る
諸
々
の

条
件
を
ク
リ
ア
ー
す
る
為

に
、
別
紙
覚
書
に
よ
り
、
工

事
代
金
と
し
て
、
金300

万

円
の
留
保
金
を
買
主
に
預
託

し
た
。2011

年2

月25

日
、

一
連
の
土
地
（
約35

万
坪
）

の
所
有
権
が
移
転
さ
れ
た

後
、
崩
落
地
の
完
成
工
事
を

「
麦
島
善
光
＆
ト
ラ
ン
ス
フ

ァ
ー
・
沼
尾
勝
男
」
の
間
で
、

請
負
契
約
が
な
さ
れ
た
。 

「
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
の
沼
尾
氏
か
ら
工

事
代
金
の
支
払
請
求
が
あ
っ
た
の
で
、

麦
島
氏
に
伝
え
た
」 

す
る
と
、「
天
野
が
支
払
う
べ
き
金
だ
か

ら
、
天
野
か
ら
貰
え
と
伝
え
ろ
！
」
と
言

わ
れ
た
の
で
そ
の
よ
う
に
沼
尾
氏
に
伝

え
た
。（
契
約
書
と
覚
書
に
つ
い
て
）、 

「300

万
円
の
留
保
金
は
未
完
成
部
分

を
完
成
さ
せ
る
た
め
の
資
金
と
覚
書
に

書
か
れ
て
い
る
。（
警
察
押
収
）
麦
島
は

100

条
委
員
会
で
も
、
裁
判
で
も300

万

円
を
支
払
っ
た
と
言
っ
て
い
る
が
総
て

嘘
で
す
。270

万
円
の
沼
尾
氏
か
ら
の
請

求
書
は
そ
の
ま
ま
で
す
。」
工
事
着
手
金

の

27

万
円
は
誰
が
支
払
っ
た
の
か
？

「
沼
尾
氏
は
麦
島
か
ら
貰
っ
た
」
と
い

っ
て
い
る
が
？
「
解
ら
な
い
。
麦
島
は1

銭
も
払
っ
て
な
い
と
思
い
ま
す
」 

「
当
該
土
地
の
売
買
仲
介
人
、
市
河
氏

は
仲
介
手
数
料
が
も
ら
え
な
い
と
ボ
ヤ

い
て
い
ま
し
た
。
彼
は
生
前
、
困
っ
て
、

麦
島
か
ら100

万
円
借
り
受
け
ま
し
た
。

（
本
来
借
入
す
べ
き
金
員
で
は
な
い
。

未
集
金
の
仲
介
手
数
料
の
方
が
高
額
）。

市
河
氏
の
悲
報
を
麦
島
に
伝
い
え
た

時
、
驚
き
ま
し
た
。「
あ
の
ジ
ジ
ィ
、
死

ん
だ
か
。100

万
円
取
り
損
ね
た
。
」
と

熱
海
市
か
ら
指
導
さ
れ
た

「
防
災
工
事
」
は
「
未
完
成
工

事
の
完
了
」 

１
・
ひ
な
壇
部
分
の
硬
化
剤

に
よ
り
固
め
る
事 

２
・
産
業
廃
棄
物
を
場
外
に

搬
出
処
理
す
る
事
。 

３
・
側
溝
（
排
水
用
水
路
）

を
設
置
す
る
事 

で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
完
成
さ

せ
「
工
事
完
了
届
」
を
提
出

す
る
事
に
な
っ
て
い
た
。 

然
し
、
工
事
着
手
（
着
手
金

27

万
円
）
し
た
が
中
間
金
の

支
払
い
で
ト
ラ
ブ
ル
が
発

生
、
工
事
は
中
断
さ
れ
た
。

そ
れ
か
ら
十
年
後
（2021

年

7

月3

日
）、
発
生
し
た
「
未

М氏証言（麦島元社員）取材工事中断の理由！ 

『熱海土石流事件』真相究明‼ 

熱海市が発した「措置命令」の怪！ 

（条例第 6条に基づく措置を命じる） 

県
土
採
取
等
規
制
条
例 

第
十
一
条 

（地
位
の
承
継
） 

県
土
採
取
等
規
制
条
例 

第
６
条
と
は
？ 

当
該
土
地
（約3

5

万
坪
）売
買
契
約
書
に
基
づ
く 

「瑕
疵
の
存
在
と
留
保
金
」問
題
！ 

留
保
金
で
完
成
さ
せ
る
べ
き
「防
災
工
事
」 

（熱
海
市
指
導
）と
そ
の
成
り
行
き
！ 

い
」「
三
進
は
麦
島
と
つ
る
ん
で
仕

事
を
し
て
い
る
。
人
の
こ
と
言
い

た
く
な
い
が
普
通
の
感
覚
の
人
で

は
な
い
」「S

氏
が
麦
島
か
ら
産
廃

「2
0

ト
ン
？
」
を
早
く
埋
め
て
処

理
し
ろ
と
言
わ
れ
た
の
は
事
実
で

す
。
彼
は
、
麦
島
の
言
い
な
り
の

人
で
す
か
ら
」
更
に
「
死
亡
し
た

市
河
氏
に
責
任
を
転
嫁
し
よ
う
と

し
て
い
る
が
そ
ん
な
事
は
通
り
ま

せ
ん
。」
ソ
ー
ラ
ー
建
設
で
山
峰
を

削
っ
た
木
材
や
残
土
は
何
処
に
行

っ
た
か
？
「
谷
底
に
埋
め
た
」「
崩

落
地
に
つ
い
て
は
、
崩
落
の
危
険

が
あ
る
と
熱
海
市
か
ら
何
度
か
指

導
さ
れ
て
い
た
。
麦
島
の
知
ら

ぬ
、
存
ぜ
ぬ
は
通
用
し
な
い
」「
三

進
は
麦
島
と
つ
る
ん
で
仕
事
を
し

て
い
る
。
人
の
こ
と
言
い
た
く
な

い
が
普
通
の
感
覚
の
人
で
は
な

い
」「S

氏
が
麦
島
か
ら
産
廃
「20

ト
ン
？
」
を
早
く
埋
め
て
処
理
し

ろ
と
言
わ
れ
た
の
は
事
実
で
す
。

彼
は
、
麦
島
の
言
い
な
り
の
人
で

す
か
ら
」
更
に
「
死
亡
し
た
市
河

氏
に
責
任
を
転
嫁
し
よ
う
と
し
て

い
る
が
そ
ん
な
事
は
通
り
ま
せ
。」 

（１） 東洋時事新報 2022年 6月 30日（木曜日） 

事
業
と
は
無
関
係
で
、
麦
島

善
光
、
そ
の
他
麦
島
関
係
第

三
者
に
よ
っ
て
、
土
砂
の
搬

入
等
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。 

100

条
委
員
会
で
の
質
疑
で

も
麦
島
側
の
複
数
の
人
物
（S

氏
・М

氏
）
が
産
業
廃
棄
物

も
含
め
廃
棄
・
盛
土
し
た
こ

と
を
証
言
し
て
い
る
。 
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『麦島発言の嘘

—100条委員会

証人喚問』抜粋! 

行
政

熱
海
市

の
偏
見
と

責
任
逃
れ
の
現
実
！ 

「清算会社に措置命令！なにを求め、 
期待しているのか？ 

「市民の安全」の為に何をなすべきか？ 
「市民の安全」を優先せよ！ 
県土採取等規制条例の勝手な 

法解釈に秘めた行政の思惑とは！」 

論
点
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か
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の
内
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に
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れ
を
実
行
し
た
の

か
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行
し
た
の
で
あ
れ
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施
工
結
果
を
確
認

し
た
の
か
？
実
行
さ
れ
な
か

た
の
で
あ
れ

ば

実
施
を
継
続
的
に
要
請
し
た
の
か
？ 
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書
面
提
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後
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に
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ま
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当
該
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場
の
修
復
な
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「
労
働
基
準
法
」 

違
反
疑
惑
！ 

不
当
解
雇
・
不
当
解
任
・
減

給
・
降
格
・
左
遷
等
、
ブ
ラ

ッ
ク
企
業
の
労
働
環
境
は
極

め
て
深
刻
。
中
田
賢
一
郎
の

意
に
沿
わ
な
け
れ
ば
問
答
無

用
で
切
り
捨
て
ら
れ
と
証
言

す
る
。 

「
薬
機
法
（
旧
薬
事
法
）」 

 
 

違
反
事
件
！ 

「
向
精
神
薬4

種
類
、
計

150

錠
」
が
、
処
方
箋
無

し
、
使
用
目
的
不
明
の
ま

ま
、
田
中
賢
一
郎
に
依
っ
て

持
ち
出
さ
れ
た
。2020

・

11

・4

付
け
、「
麻
薬
処
方

箋
」
扱
い
で
、
勤
務
し
て
い

な
い
医
師
の
サ
イ
ン
が
発
見

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に

符
合
し
て2020

・11

・5

「
危
険
ド
ラ
ッ
ク
販
売
・
所

持
」
の
疑
い
で
、
現
行
犯
逮

捕
さ
れ
て
い
る
。 

育
陽
会
・
練
馬
さ
く
ら
病
院

か
ら
、
不
法
に
持
ち
出
し
た

危
険
薬
物
は
何
処
に
消
え
た

の
か
。
総
て
が
警
察
に
押
収

さ
れ
た
の
か
？
反
社
会
的
勢

力
（
広
域
暴
力
団
）
に
卸
さ

れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な

い
。
当
時
、
指
名
手
配
中
の

暴
力
団
員
（
山
口
組
系
）
を

「
吾
妻
さ
く
ら
病
院
」
に
匿

っ
て
い
た
事
実
が
あ
る
。
現

行
犯
逮
捕
さ
れ
た
の
も
群
馬

県
警
で
あ
る
。「
病
院
・
養

護
施
設
な
ど
、
薬
物
を
入
手

で
き
る
人
物
と
反
社
会
的
勢

力
」
が
結
託
す
れ
ば
「
裏
社

会
の
資
金
源
と
薬
物
依
存
者

の
氾
濫
」
と
い
う
極
め
て
危

険
な
構
図
が
出
来
上
が
る
。 

グ
ル
ー
プ
オ
ー
ナ
ー
「
中
田
賢

一
郎
」
の
聖
職
者
「
医
師
」
と

し
て
の
人
格
欠
如!

「
薬
物
依

存
と
暴
力
行
為
（
パ
ワ
ハ
ラ
）」

の
実
態
を
暴
く
！ 

2021

年3

月23

日
「
威
力
業

務
妨
害
」
育
陽
会
、
練
馬
さ
く

ら
病
院
に
、
夜
勤
当
直
と
し

て
被
害
者
医
師
に
対
し
、
中

田
賢
一
郎
ら
は
院
内
の
連
絡

用
に
使
用
し
て
い
た
、
当
該

医
師
の
携
帯
電
話
強
引
に
取

上
げ
た
。
新
理
事
長
が
行
政

指
導
に
基
づ
き
中
田
ら
の
病

院
の
「
退
去
命
令
」
を
出
し
た

が
、
受
け
入
れ
ら
れ
ず
。
そ
の

後
、「
治
療
用
パ
ソ
コ
ン
」
持

ち
出
し
、
患
者
へ
の
医
療
行

為
を
妨
害
し
た
。
業
務
用
パ

ソ
コ
ン
の
紛
失
は
「
患
者
・
利

用
者
」
の
人
命
に
か
か
わ
る

重
大
事
。 

「
暴
行
傷
害
事
件
」 

2021

年6

月1

日
練
馬
さ
く

ら
病
院
の
事
務
所
に
前
理
事

長
で
あ
り
オ
ー
ナ
ー
で
あ
る

中
田
賢
一
郎
が
侵
入
。（19

時

30

分
頃
）、
夜
間
当
直
の
為
、

出
勤
し
た
被
害
者
医
師
に
対

し
個
人
所
有
の
携
帯
電
話
を

奪
い
、
更
に
、
抗
議
す
る
当
直

医
師
に
対
し
、
顔
面
を
殴
打
、

腹
部
を
蹴
り
上
げ
ら
れ
、
首

を
絞
め
ら
れ
る
な
ど
の
暴
行

を
受
け
た
。
周
囲
の
職
員
が

警
察
と
救
急
車
を
呼
び
、
暴

行
を
受
け
た
本
人
は
光
が
丘

病
院
に
救
急
搬
送
、
治
療
を

受
け
た
。
執
拗
に
繰
り
返
さ

れ
る
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
、
中
田
側
に
「
何
ら
か
の
目

論
見
・
陰
謀
」
が
、
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
第
一
に
考
え
ら

れ
る
の
は
、「
補
助
金
詐
欺
」。

中
田
が
理
事
長
で
は
補
助
金

を
得
ら
れ
な
い
。
行
政
（
練
馬

区
）
か
ら
、
刑
事
事
件
（
危
険

薬
物
所
持
・
販
売
）
を
引
起
し

た
事
に
よ
り
「
病
院
へ
の
関

与
と
理
事
長
交
代
」
を
指
導

さ
れ
、
そ
こ
で
新
理
事
長
が

誕
生
し
た
。
こ
れ
で
「
補
助
金

の
受
給
」
は
確
保
し
た
。 

（
新
理
事
長
に
内
緒
で
、
補

助
金
用
の
銀
行
口
座
を
開

設
、
取
引
印
と
通
帳
を
確
保

し
た
） 

巨大医療グループ「一般社団法人さくらライフ綜合研究所」 

（オーナー・中田賢一郎）の闇！ 

恐るべき「ブラック企業」の実態を暴く！ 

医
療
・
介
護
分
野
で10

法
人

2
7

事
業
所
を
展
開
、
関
連
法

人
を
含
め
る
と18

法
人
、 

職
員
数
約1300

名
、
こ
の
巨

大
医
療
グ
ル
ー
プ
が
「
補
助
金

詐
欺
」「
医
療
事
故
」「
労
働
基

準
法
違
反
」 

「
薬
機
法
（
旧
薬
事
法
）
違

反
」
更
に
、
医
療
グ
ル
ー
プ
と

は
思
え
な
い 

「
威
力
業
務
妨
害
」「
暴
行
傷

害
事
件
」
を
引
起
し
て
い
た
！ 

ア
ン
タ
ッ
チ
ャ
ブ
ル 

（
無
法
地
帯
）
概
要
！ 

し
た
）
と
こ
ろ
が
、
新
任
の
理

事
長
は
病
院
の
運
営
管
理
等

に
不
穏
な
動
き
を
察
知
、
不
正

を
暴
い
て
「
内
部
告
発
者
」
と

な
つ
た
。
患
者
は
二
の
次
、「
守

銭
奴
と
化
し
た
運
営
管
理
」

に
、
異
を
唱
え
る
新
理
事
長
の

正
義
は
中
田
賢
一
郎
に
と
っ

て
厄
介
な
存
在
と
な
つ
た
。
早

急
な
る
排
除
は
、
理
事
長
解

任
。
「
新
理
事
長
不
参
加
の
理

事
会
議
事
録
。」
を
作
成
、
強
引

に
解
任
し
た
。
無
効
な
議
事
録

に
よ
る
、「
不
当
解
雇
・
不
当
解

任
」
は
労
働
基
準
法
違
反
、「
ブ

ラ

ッ

ク

企

業

」

の

証

。 

監
督
官
庁
の
対
応
の
不
思

議
！
「
東
京
都
福
祉
保
険
局
」 

今
回
の
医
療
法
人
に
関
す
る

一
連
の
事
件
に
つ
い
て
、
行
政

に
対
し
「
監
査
請
求
」
を
当
該

病
院
関
係
者
が
告
発
し
て
い

る
。
東
京
都
福
祉
保
険
局
が6

名
で
監
査
に
入
っ
た
が
目
立

つ
指
導
は
な
か
っ
た
と
し
揚

言
す
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
来

院
前
の
東
京
都
の
対
応
は
、

「
カ
ル
テ
な
ど
参
考
資
料
を

用
意
し
て
お
く
よ
う
に
・
・
・
」

と
指
示
さ
れ
た
の
で
万
全
の

用
意
で
待
機
し
て
い
た
が
、
来

院
し
た
係
官
か
ら
は
「
カ
ル
テ

等
資
料
の
話
し
は
一
言
も
な

か
っ
た
。
」
係
っ
て
は
い
け
な

い
筈
の
中
田
賢
一
郎
と
宝
田

看
護
顧
問
が
係
官
と
密
室
で

会
談
。
「
サ
ー
ビ
ス
向
上
委
員

会
を
開
設
し
ろ
！
」
と
お
ざ
な

り
の
指
導
で
終
わ
っ
て
い
る
。

後
日
、
中
田
賢
一
郎
が
練
馬
さ

く
ら
病
院
の
幹
部
を
集
め
、

「
埼
玉
医
大
の
後
輩
が
福
祉

保
険
局
に
勤
務
し
て
い
る
。
言

う
事
は
聞
い
て
く
れ
る
し
、
揉

み
消
し
な
ど
簡
単
に
出
来
る
」

と
豪
語
す
る
の
を
聞
い
て
い

る
。
暗
に
、
内
部
告
発
な
ど
無

駄
な
事
は
す
る
な
と
、
言
い
た

い
よ
う
だ
。 

「
補
助
金
詐
欺
」
疑
惑
！ 

育
陽
会
「
練
馬
さ
く
ら
病
院
」

の
例
。（6750

万
円
の
行
方
） 

中
田
賢
一
郎
前
理
事
長
の
現

行
犯
逮
捕
を
受
け
て
、
補
助

金
支
給
が
行
政
よ
り
ス
ト
ッ

プ
が
掛
か
っ
た
。
そ
こ
で
急

遽
、
新
任
の
理
事
長
を
選
任

し
た
の
は
、「
補
助
金
搾
取
」

が
目
的
で
は
な
か
っ
た
の

か
？
其
れ
を
裏
付
け
る
よ
う

に
、
作
為
に
満
ち
た
、「
新
理

事
長
」
の
短
期
間
の
解
任
劇

だ
。（2020

・11

・24

就
任
、

2021

・5

・31

解
任
）。
補
助

金
が
行
政
（
練
馬
区
）
か
ら

振
り
込
ま
れ
る
と
同
時
に
解

任
。
然
も
、「
違
法
な
理
事
会

開
催
で
の
強
引
な
解
任
劇
」

新
理
事
長
の
出
席
無
し
で
の

解
任
に
、
現
在
「
地
位
保
全
」

の
民
事
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
補
助
金
の

使
途
に
つ
い
て
、
さ
く
ら
ラ

イ
フ
総
合
研
究
所
が
「
育
陽

会
・
練
馬
さ
く
ら
病
院
に
貸

し
付
け
た
借
金
の
返
済
」
と

し
て
処
理
、
本
来
の
補
助
金

支
給
の
使
途
に
明
確
に
抵
触

す
る
。「
補
助
金
詐
欺
・
横
領
」

の
手
口
で
あ
る
。 

に
か
か
わ
り
続
け
、
医
療
法

人
社
団
の
印
鑑
・
通
帳
・
労

務
管
理
な
ど
継
続
管
理
し
て

い
た
。 

「
さ
く
ら
ラ
イ
フ
研
究
所
」

は
、
病
院
（
大
河
内
病
院
・

吾
妻
さ
く
ら
病
院
・
春
日
部 

さ
く
ら
病
院
・
常
盤
平
中
央

病
院
・
練
馬
さ
く
ら
病
院
）

及
び
、
そ
の
他
、
多
数
の
ク

リ
ニ
ッ
ク
を
管
理
下
に
置

き
、
総
て
の
運
営
管
理
を
行

っ
て
い
る
。
各
医
療
法
人
は
、

独
立
が
基
本
で
あ
る
に
も
拘

ら
ず
、
違
法
の
限
り
を
尽
く

し
て
い
る
。
更
に
、
練
馬
区

の
補
助
金
を
搾
取
（6750

万

円
）、
各
医
療
法
人
で
助
成
金

詐
欺
が
行
わ
れ
て
い
る
疑
惑

が
持
ち
上
が
っ
た
。 

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」

に
よ
る
感
染
拡
大
が
一
応
の

沈
静
化
を
み
せ
、
其
れ
に
伴

い
、
給
付
金
の
不
正
受
給
な

ど
「
魔
女
狩
り
」
が
本
格
化
。

個
人
、
法
人
、
医
療
機
関
に

も
、
厳
し
い
監
視
の
眼
が
向

け
ら
れ
る
。
そ
ん
な
時
期
に

発
覚
し
た
巨
大
医
療
グ
ル
ー

プ
の
不
正
事
件
で
あ
る
。 
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「
医
療
事
故
」
疑
惑
！ 

頻
繁
に
発
生
す
る
医
療
事
故

と
不
適
切
治
療
の
実
態
！ 

短
期
間
（2020

・5

・25

か
ら

2020

・11

・28

、
六
ヶ
月
間
）

に
、11

件
の
不
審
死
？ 

「
さ
く
ら
練
馬
病
院
」
に
新

看
護
顧
問
？
宝
田
忠
子
（
田

中
賢
一
郎
の
右
腕
）
が
着
任

後
、
急
増
し
て
い
る
事
実
。

内
部
告
発
者
は
「
カ
ル
テ
等

証
拠
書
類
」
が
揃
っ
て
い
る

と
証
言
。 

例
え
ば
、
前
医
者
（
医
療
機

関
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
）
か
ら
の

紹
介
状
の
内
容
（
治
験
）
に

合
わ
な
い
治
療
と
入
院
後
早

す
ぎ
る
死
亡
。 

更
に
、
患
者
の
特
権
で
あ
る

「
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
」

を
無
視
、
転
院
を
許
さ
ず
、

病
名
の
デ
ッ
チ
あ
げ
。
不
用

な
向
精
神
薬
の
投
与
。 

当
該
病
院
で
は
全
患
者
に
、

高
額
治
療
の
「
入
院
精
神
療

法
」
を
取
れ
！
と
の
指
示
が
、

中
田
賢
一
郎
オ
ー
ナ
ー
か
ら

発
出
さ
れ
て
い
る
と
証
言
す

る
。
現
在
も
、
関
連
各
医
院

で
医
療
事
故
が
進
行
中
と
の

危
険
な
情
報
が
あ
る
。
本
紙

は
、
被
害
者
（
？
）
の
家
族
と

の
取
材
を
通
じ
「
集
団
訴
訟
」

に
持
ち
込
む
「
被
害
者
の
会
」

を
立
上
げ
徹
底
解
明
す
る
。
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医
療
法
人
格
の
な
い
「
さ
く
ら
ラ
イ
フ
総
合
研
究
所
」
（
代
表
理
事
・
荒
木
康
宏
・
墨
田
区
太
平
）
が
、
グ
ル
ー
プ
各
病
院
・
介
護
を
管
理
、
グ
ル
ー
プ
の
オ
ー
ナ
ー
で
あ
り
、
医
療
法
人
社
団
育
陽
会
「
練
馬
さ
く
ら
病
院
」
理
事
長
で
あ
っ
た
中
田
賢
一
郎
は
、2020

年11

月
、
「
危
険
ド
ラ
ッ
ク
販
売
・
所
持
」
で
現
行
犯
逮
捕
。
「
さ
く
ら
練
馬
病
院
」
の
理
事
長
解
任
と
同
時
に
病
院
に
一
切
拘
ら
な
い
よ
う
に
と
、
行
政
指
導
（
練
馬

区
）
を
受
け
た
。
指
導
に
対

し
、
中
田
前
理
事
長
は
「誓
約

書
」
を
行
政
に
提
出
し
て
い

る
。
不
祥
事
に
よ
る
理
事
長

解
任
と
同
時
に
所
属
医
師

K

氏
が
医
療
法
人
社
団
育
陽
会

「
さ
く
ら
練
馬
病
院
」
の
新
理

事
長
に
就
任
、
（2020

年

11

月

24

日
）、
雇
用
契
約
関
係

を
研
究
所
と
結
び
「
練
馬
さ

く
ら
病
院
」の
経
営
に
当
た
る

事
に
な
っ
た
。
然
し
、
其
の
後

中
田
賢
一
郎
は
行
政
指
導
を

無
視
し
、
練
馬
さ
く
ら
病
院

に
か
か
わ
り
続
け
、
医
療
法

人
社
団
の
印
鑑
・
通
帳
・
労

務
管
理
な
ど
継
続
管
理
し
て

い
た
。 

「
さ
く
ら
ラ
イ
フ
研
究
所
」

は
、
病
院
（
大
河
内
病
院
・

吾
妻
さ
く
ら
病
院
・
春
日
部

さ
く
ら
病
院
・
常
盤
平
中
央

病
院
・
練
馬
さ
く
ら
病
院
）

及
び
、
そ
の
他
、
多
数
の
ク

リ
ニ
ッ
ク
を
管
理
下
に
置

き
、
総
て
の
運
営
管
理
を
行

っ
て
い
る
。
各
医
療
法
人
は
、

独
立
が
基
本
で
あ
る
に
も
拘

ら
ず
、
違
法
の
限
り
を
尽
く

し
て
い
る
。
更
に
、
練
馬
区

の
補
助
金
を
搾
取
（6750

万

円
）、
各
医
療
法
人
で
助
成
金

詐
欺
が
行
わ
れ
て
い
る
疑
惑

が
持
ち
上
が
っ
た
。 

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」

に
よ
る
感
染
拡
大
が
一
応
の

沈
静
化
を
み
せ
、
其
れ
に
伴

い
、
給
付
金
の
不
正
受
給
な

ど
「
魔
女
狩
り
」
が
本
格
化
。

個
人
、
法
人
、
医
療
機
関
に

も
、
厳
し
い
監
視
の
眼
が
向

け
ら
れ
る
。
そ
ん
な
時
期
に

発
覚
し
た
巨
大
医
療
グ
ル
ー

プ
の
不
正
事
件
で
あ
る
。 
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